
尾鷲市建設工事入札参加資格者格付要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、市が発注する建設工事の適正な施工を確保するため、入札

参加資格者（尾鷲市会計規則（昭和 41年規則第４号）第７０条及び第７１条

の規定により、入札参加資格者の名簿に登載された者をいう。以下同じ。）の

格付の方法及び基準並びに建設工事の発注基準について定める。 

（格付対象業種） 

第２条 格付は、次の各号に掲げる建設工事の入札参加資格者のうち、市内に本

店（登記）を有する者について行なう。 

（１）土木工事業 

（２）建築工事業 

（３）舗装工事業 

（４）管工事業 

（５）鋼構造物工事業 

（格付の方法及び基準） 

第３条 格付は、設計金額に応じて建設業法第２７条の２３の規定に基づく経

営事項審査結果の総合評定値（Ｐ）（以下「経営事項評価点数」という。）及び

技術等評価点数（工事成績による点数、資格・指名停止期間による点数の合計

点をいう。）を合計した総合点及び技術職員数、年平均完成工事高（土木工事

及び建築工事のみ適用）により決定するものとする。 

２ 前項の経営事項評価点数及び技術等評価点数の算出方法は、次のとおりと

する。 

（１）経営事項評価点数 審査基準日（当該事業者の決算）が、格付を行う日

が属する年の前々年の１０月１日から前年の９月３０日までの期間に該

当する経営事項審査総合評価点数とする。なお、許可行政庁に総合評定値

（Ｐ）を申請していない者にあっては、経営事項評価点数を計上しないも

のとする。 

（２）技術等評価点数は、以下の式により算出するものとします。 

 

    技術等評価点数＝①工事成績による点数 

           －②資格・指名停止期間による点数 

  ① 工事成績による点数 

    格付を行う日の直前１年間（以下「対象期間」という。）に完成認定

を受けた１件１３０万円以上の第２条各号に該当する工事で、尾鷲市建

設工事検査規則に基づいて評点された工事種別毎の成績の平均点に、別

表１に定める値を加算、減算します。 

  ② 資格・指名停止期間による点数 

対象期間中に資格・指名停止及び指名見合わせ（以下「資格・指名停

止等」という。）を受けた月数（１か月未満の期間は１月とする。また、



月数に小数点以下の数値がある場合は１月に切り上げるものとする。）

を５倍した点数を減算します。 

ただし、減算は１２０点を上限とします。 

（格付によるランク） 

第４条 格付された者に対するランクは、別表２のとおりとする。ただし、次に

該当する場合は、格付によるランクの調整を行うものとする。 

（１）格付によるランクの変更は、昇格については１ランクのみ、降格につい

ては無制限とする。 

（２）同族会社（尾鷲市工事請負人資格・指名審査会において、同族会社と 判

断された会社をいう。）を同じランクに格付することは出来ない。なお、

点数の低い業者を当該ランクより１ランク下位へ格付する。 

（新たに入札参加資格者となった者の格付の調整） 

第５条 新たに入札参加資格者となった者（工種の業種追加を含む。）に対する

ランクの格付を行う場合は、次年度の最下位のランクに格付する。 

（格付の決定） 

第６条 格付は、尾鷲市工事請負人資格・指名審査会において決定する。 

（格付の回数及び有効期限） 

第７条 格付を行なうのは１年に１回とし、その有効期限は、格付を行った日か

ら次に格付を行う日の前日までとする。 

（格付名簿） 

第８条 格付を行ったときは、入札参加資格者の名簿に登録し、入札参加資格者

に通知するものとする。 

（建設工事の発注基準） 

第９条 ランクに対応する建設工事の発注基準は別に定めるものとする。 

 

附 則 <平成８年４月１日要領第一号> 

  この要領は、平成８年度の格付から適用する。 

    附 則 <平成１２年４月２日要領第一号> 

   この要領は、平成１２年４月２日から適用する。 

附 則 <平成１６年４月８日要領第一号> 

   この要領は、平成１６年４月８日から適用する。 

附 則 <平成２０年４月２日要領第一号> 

   この要領は、平成２０年４月２日から適用する。 

附 則 <平成２５年６月１日要領第一号>  

   この要領は、平成２５年６月１日から適用する。 

附 則 <平成２７年６月１日要領第一号>  

   この要領は、平成２７年６月１日から適用する。 

附 則 <平成３０年６月１日要領第一号> 

   この要領は、平成３０年６月１日から施行する。 

附 則 <令和３年６月１日要領第一号> 



   この要領は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則 <令和６年６月１日要領第一号> 

  この要領は、令和６年６月１日から施行する。 

 

 

 

別表１（第３条関係） 

工事成績 
点数 

以上 未満 

  ０  ５０ －２０ 

 ５０  ５５ －１５ 

 ５５  ６０ －１０ 

 ６０  ６５ － ５ 

 ６５  ７０   ０ 

 ７０  ７５   ５ 

 ７５  ８０  １０ 

 ８０  ８５  ２０ 

 ８５  ９０  ３０ 

 ９０  ９５  ４０ 

 ９５ １００  ５０ 

 

 

 

別表２（第４条関係） 

①土木工事 

ランク 格付基準 

Ａ 

①総合点８００点以上 

②年平均完成工事高１億円以上 

③１級技術者３名以上 

Ｂ 

①総合点６００点以上 

②年平均完成工事高３，０００万円以上 

③２級技術者２名以上 

Ｃ 

①総合点５００点以上 

②年平均完成工事高５００万円以上 

③２級技術者１名以上 

Ｄ 上記以外のもの 

 

 

 



②建築工事 

ランク 格付基準 

Ａ 

①総合点７２０点以上 

②年平均完成工事高３，０００万円以上 

③１級技術者１名以上及び２級技術者１名以上 

Ｂ 

①総合点５６０点以上 

②年平均完成工事高１，５００万円以上 

③２級技術者１名以上 

Ｃ 上記以外のもの 

 

③管工事（水道工事除く） 

ランク 格付基準 

Ａ 
①総合点５５０点以上 

②１級技術者１名以上 

Ｂ 上記以外のもの 

 

④舗装工事 

ランク 格付基準 

Ａ 
①総合点７００点以上 

②技術職員数３名以上 

Ｂ 上記以外のもの 

 

⑤鋼構造物工事 

ランク 格付基準 

Ａ 
①総合点５５０点以上 

②技術職員数１名以上 

Ｂ 上記以外のもの 

 

※各ランクの格付は、上記格付基準の全てについて満たしていなくてはならな

い。 


